
　

図
書
館
で
は
、
図
書
資
料
の
貸
し
出
し

の
他
に
、
子
ど
も
た
ち
に
本
へ
の
親
し
み

を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
、

ま
た
読
書
の
喜
び
を
伝
え
る
た
め
、
お
は

な
し
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

〈
幼
児
向
け
〉

八
幡
図
書
館
＝
毎
週
火
曜
日
、
八
條
図
書

館
＝
毎
週
木
曜
日　

い
ず
れ
も
午
前
11
時

か
ら

〈
小
学
生
向
け
〉

八
幡
図
書
館
、
八
條
図
書
館
＝
毎
週
土
曜

日　

午
後
３
時
30
分
か
ら

　

幼
児
向
け
お
は
な
し
会
で
は
、
ま
だ
お

は
な
し
だ
け
を
聞
い
て
い
る
こ
と
が
難
し

い
未
就
学
の
お
子
さ
ん
の
た
め
、
絵
本
・

紙
芝
居
の
読
み
聞
か
せ
の
ほ
か
、
手
遊

び
、
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
、
エ
プ
ロ
ン
シ
ア

タ
ー
な
ど
を
交
え
て
、
お
は
な
し
の
世
界

に
親
し
ん
で
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

小
学
生
向
け
お
は
な
し
会
は
、
今
年
度

か
ら
土
曜
日
開
催
と
な
り
、
多
数
の
児
童

の
皆
さ
ん
に
参
加
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

絵
本
・
紙
芝
居
の
読
み
聞
か
せ
を
中
心

に
、
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
や
お
は
な
し
（
ス

ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
）
な
ど
を
交
え
、
お

は
な
し
の
楽
し
さ
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
を

目
指
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
図
書
館
で
発
行
し
て
い
る

「
子
ど
も
の
王
さ
ま
」
と
い
う
絵
本
の
リ

ス
ト
を
館
内
で
お
配
り
し
て
い
ま
す
。
テ

ー
マ
に
沿
っ
た
本
の
紹
介
を
し
て
い
ま
す

の
で
、
「
何
か
面
白
い
本
は
な
い
か

な
？
」
と
お
探
し
の
と
き
に
、
お
役
立
て

く
だ
さ
い
。

□問
八
幡
図
書
館
☎
995
・
６
２
１
５
、
八
條

図
書
館
☎
994
・
５
５
０
０

おしらせHOTコーナー・募集

　

近
隣
４
市
１
町
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

 
    

 

草
加
ふ
さ
さ
ら
祭
り
・
宿
場
ま
つ
り

□日
11
月
３
日
㈷　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

□場
草
加
松
原
遊
歩
道
・
旧
日
光
街
道
（
松

原
団
地
駅
東
口
〜
草
加
駅
東
口
）

□内
（
旧
日
光
街
道
周
辺
）
音
楽
パ
レ
ー

ド
、
草
加
宿
時
代
行
列
、
コ
ン
サ
ー
ト
、

子
ど
も
広
場
ほ
か　

（
草
加
松
原
遊
歩
道

周
辺
）
よ
さ
こ
い
踊
り
や
交
通
安
全
パ
レ

ー
ド
、
模
擬
店
ほ
か

□問
草
加
ふ
さ
さ
ら
祭
り
実
行
委
員
会
事
務

局
（
み
ん
な
で
ま
ち
づ
く
り
課
内
）
☎

922
・
０
７
９
６

第
37
回
越
谷
市
民
ま
つ
り

□日
10
月
23
日
㈰　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

□場
越
谷
市
役
所
周
辺
（
東
武
伊
勢
崎
線
越

谷
駅
東
口
徒
歩
７
分
）

□内
交
通
安
全
パ
レ
ー
ド
、
各
種
模
擬
店
、

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
ほ
か

※
当
日
は
会
場
周
辺
の
交
通
規
制
を
行
い

ま
す

□問
越
谷
市
民
ま
つ
り
実
行
委
員
会
（
産
業

支
援
課
内
）
☎
967
・
４
６
８
０

み
さ
と
船
着
場
オ
ー
タ
ム
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル□日
10
月
22
日
㈯　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

【
雨
天
中
止
】

□場
三
郷
緊
急
用
船
着
場
（
武
蔵
野
線
鉄
橋

か
ら
南
側
へ
約
50
メ
ー
ト
ル
）

□内
江
戸
川
遊
覧
、
花
畑
種
ま
き
、
カ
フ

ェ
、
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー
、
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル

他
※
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
大
会
も
同
時
開
催

□定
40
人
（
抽
選
。
事
前
申
込
必
要
）

□問
に
ぎ
わ
い
拠
点
準
備
室
☎
930
・
７
７
１

３第
12
回
よ
し
か
わ
マ
ル
シ
ェ

□日
10
月
29
日
㈯　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後

１
時
【
雨
天
決
行
】

□場
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
お
あ
し
す
※
J
R

東
日
本
の
「
駅
か
ら
ハ
イ
キ
ン
グ
」
も
同

時
開
催
。

□内
吉
川
市
の
農
産
物
、
特
産
品
の
販
売
を

行
い
ま
す
。
季
節
の
旬
の
野
菜
や
各
店
工

夫
を
凝
ら
し
た
商
品
、
ま
た
街
の
シ
ン
ボ

ル
に
な
っ
て
い
る
「
な
ま
ず
」
に
関
連
し

た
商
品
な
ど
が
勢
ぞ
ろ
い
で
す
。

□問
よ
し
か
わ
観
光
協
会
（
商
工
課
）
☎

982
・
９
６
９
７

埼
玉
県
芸
術
文
化
祭
２
０
１
１
地
域
文
化

事
業　
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
コ
ン
サ
ー
ト
・

フ
ェ
ス
タ
ｉ
ｎ
エ
ロ
ー
ラ

□日
11
月
20
日
㈰　

午
後
１
時
開
演
（
午
後

０
時
30
分
開
場
）
※
公
演
時
間
約
180
分

（
休
憩
含
む
）

□場
田
園
ホ
ー
ル
・
エ
ロ
ー
ラ
（
東
武
伊
勢

崎
線
北
越
谷
駅
東
口
ま
た
は
Ｊ
Ｒ
武
蔵
野

線
吉
川
駅
北
口
か
ら
茨
急
バ
ス
、
エ
ロ
ー

ラ
行
き
で
「
中
央
公
民
館
前
」
下
車
）

□内
埼
玉
県
内
で
活
動
し
て
い
る
ア
マ
チ
ュ

ア
の
音
楽
家
15
団
体
に
よ
る
室
内
ア
ン
サ

ン
ブ
ル
音
楽

□費
無
料
※
未
就
学
児
の
入
場
は
ご
遠
慮
く

だ
さ
い
。

□問
田
園
ホ
ー
ル
・
エ
ロ
ー
ラ
（
松
伏
町
中

央
公
民
館
）
☎
992
・
１
０
０
１

■
一
般
書

「
パ
ワ
ー
ド
ス
ー
ツ
」

遠
藤　

武
文　

著

「
よ
ろ
ず
の
こ
と
に
気
を
つ
け
よ
」

川
瀬　

七
緒　

著

「
完
盗
オ
ン
サ
イ
ト
」玖

村　

ま
ゆ
み　

著

「
藁
に
も
す
が
る
獣
た
ち
」

曽
根　

圭
介　

著

「
ま
と
も
な
家
の
子
供
は
い
な
い
」

津
村　

記
久
子　

著

「
跡
を
濁
さ
ず
」

中
村　

彰
彦　

著

「
わ
た
し
の
生
活
手
帖
」

山
口　

瞳　

著

■
児
童
書

「
で
き
る
ま
で
大
図
鑑
」

小
石　

信
八　

監
修

「
帰
名
寺
横
丁
の
夏
」

柏
葉　

幸
子　

作

「
よ
う
か
い
ガ
マ
と
の
」

よ
し
な
が
こ
う
た
く　

さ
く

「
ぼ
う
し
」

井
上　

洋
介　

え
・
ぶ
ん

「
と
ん
ぼ
」

チ
ョ
ン
ジ
ョ
ン
チ
ョ
ル　

詩

「
ち
い
さ
な
鳥
の
地
球
た
び
」

藤
原　

幸
一　

写
真
･
文

第１８条　市長の責務
①市民の信託にこたえ、自治の基本理念にのっとり、公正かつ誠実に市政
を執行し、自治を推進しなければなりません。
②効率的かつ効果的な行政運営に努めなければなりません。
　市長は、市の代表者として市民の信託を受け、その地位や権限を与えられ
ています。市長は、自治の主体者である市民のために、公正かつ誠実に市政
を執行し、自治を推進しなければならないことを規定しています。
　また、市長は、計画的に事業を実施するとともに、事業の検証や見直しな
どを行い、効率的で効果的な行政運営に努めなければならないことを規定し
ています。
第１９条　行政委員会の責務
①その権限と責任において公平かつ公正に職務を遂行しなければなりません。
②効率的かつ効果的な事務の執行に努めなければなりません。
　行政委員会は、地方自治法などに規定された権限や事務の範囲内におい
て、公平かつ公正に職務を遂行し、効率的で効果的な事務の執行に努めなけ
ればならないことを規定しています。
＊行政委員会・・・教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、
農業委員会、固定資産評価審査委員会
第２０条　市の職員の責務等
①自治の基本理念にのっとり、誠実かつ公正に職務を遂行する。
②職務に必要な知識、技能等の向上に努め、創意工夫をもって職務を遂行
する。また、職員の任命権者は、それぞれ職員の人材育成を図るとともに適
正に指揮監督しなければなりません。
　市の職員は、市長の補助機関として自治を推進する役割を担っており、自
治の基本理念を認識し、職員一人ひとりが誠実かつ公正に職務を遂行しなけ
ればならないことを規定しています。
　また、必要な知識や能力の向上に努めるとともに、業務のムダを省き効率
化を図るため、創意工夫をもって職務を遂行しなければならないことを規定
しています。
　さらに市長その他の任命権者（市議会の議長、選挙管理委員会、代表監査
委員、教育委員会、公平委員会、消防長、農業委員会）は、それぞれ職員の
人材育成を図ることとともに、適正に指揮監督を行わなければならないこと
を規定しています。

お
は
な
し
会
の
ご
案
内

7月1日から施行された自治基本条例を詳しく解説します。

第６章　行政
市民協働推進課☎   ４９７問 内
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■
リ
サ
イ
ク
ル
図
書
の
提
供

　
図
書
館
で
は
、
寄
贈
さ
れ
た
図
書
お
よ
び
保

存
年
限
の
経
過
し
た
雑
誌
を
有
効
に
活
用
し
て

い
た
だ
く
た
め
、
皆
さ
ん
に
提
供
し
ま
す
。

八
幡
・
八
條
図
書
館　

10
月
16
日
㈰　

午
前
９

時
〜八

幡
・
八
條
図
書
館　

毎
週
月
曜
日

駅
前
出
張
所
図
書
窓
口　

毎
週
土
・
日
・

月
曜
日
お
よ
び
祝
日

■
11
月
の
休
館
日

新
し
く
入
っ
た
両
館
所
蔵
の
資
料
の

一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

　市税等の収入確保は、財政健全化および税の公平性の観点か
ら、最も重要な課題となっています。
　納税は｢国民の義務｣であることを改めて認識いただき、納期限
内納付をお願いします。仮に未納がある場合には、至急納付して
ください。特に、平成22年度以前の滞納がある場合は、速やかに
納付くださるようお願いします。
　市では未納対策を徹底するため、通常の徴収業務に加え、10
月から来年1月まで「市税等収納率向上特別対策」を実施しま
す。具体的な内容は次のとおりで、越谷県税事務所との連携によ
り取り組みを強化します。

納税課☎   ３３０問 内

八潮市自治基本条例の全文は、市のホームページに掲載しています。

督促・催告の強化……夜間あるいは休日に電話による
　　　　　　　　　  催告を行います。
差押の強化……………財産調査を行い、給与・預貯金・
　　　　　　　　　 生命保険などの差押を執行します。

行
とっ
て
み
た
い
な

な
り
ま
ち

三
郷
市
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ふ
じ 

わ
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こ
う 

い
ち

八潮市自治基本条例解説⑦八潮市自治基本条例解説⑦
草
加
市

越
谷
市

10月から『市税等収納率向上
特別対策』を実施します


